
 

 

埼玉県運送事業者環境整備補助金交付要領  

 

 
（趣旨）  

第１条  埼玉県運送事業者環境整備補助金の交付に関しては、埼玉県運送事業者環境整備補助

金交付要綱（以下「要綱」という。）に定めるもののほか、この要領に定めるところによ

る。  

 

（ 中 小 企 業 者 ・ 小 規 模 企 業 者 ）  

第 ２ 条  要 綱 第 ２ 条 第 １ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 規 定 す る 定 義 に つ い て は 、 別 表 １

の と お り と す る 。  

２  前 項 別 表 １ に 規 定 す る 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 該 当

す る 者 は 含 め な い も の と す る 。  

（ １ ）  会 社 役 員 （ た だ し 、 従 業 員 と の 兼 務 役 員 は 除 く 。 ）  

（ ２ ）  個 人 事 業 主 本 人 及 び 同 居 の 親 族 従 業 員  

（ ３ ）  申 請 時 点 で 、 育 児 休 業 中 、 介 護 休 業 中 、 傷 病 休 業 中 又 は 休 職 中 の 社 員 （ 法

令 や 社 内 就 業 規 則 等 に 基 づ い て 休 業 ・ 休 職 措 置 が 適 用 さ れ て い る 者 ）  

（ ４ ）  日 々 雇 い 入 れ ら れ る 者  

（ ５ ）  ２ か 月 以 内 の 期 間 を 定 め て 雇 用 さ れ る 者  

（ ６ ）  季 節 的 業 務 に ４ か 月 以 内 の 期 間 を 定 め て 雇 用 さ れ る 者  （ た だ し 、 所 定 の 期

間 を 超 え て 引 き 続 き 雇 用 さ れ て い る 者 は 除 く 。 ）  

（ ７ ）  所 定 労 働 時 間 が 、 同 一 の 事 業 所 に 雇 用 さ れ る 「 通 常 の 従 業 員 」 の 所 定 労 働

時 間 に 比 べ て 「 １ 日 又 は １ 週 間 の 労 働 時 間 が ４ 分 の ３ 以 下 」 の 労 働 時 間 の

者  

 

（ 補 助 対 象 事 業 者 ）  

第 ３ 条  要 綱 第 ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 者 に つ い て は 、

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 （ 霊 柩 運 送 事 業 の み を 営 む 者 は 除 く 。 ） も の と す

る 。  

（ １ ）  一 般 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 者  

（ ２ ）  特 別 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 者  

（ ３ ）  貨 物 軽 自 動 車 運 送 事 業 者  

２  要 綱 第 ３ 条 第 １ 項 第 ４ 号 の 規 定 に つ い て は 、 就 業 規 則 の 届 出 義 務 の 有 無 に よ

ら ず 適 用 す る も の と す る 。  

 

（ 補 助 対 象 と な る 女 性 専 用 設 備 等 ）  

第 ４ 条  要 綱 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 補 助 対 象 事 業 に つ い て は 、 託 児 ス ペ ー ス を

除 い て 専 ら 女 性 用 と し て 使 用 さ れ る も の と し 、 当 該 場 所 の 見 や す い 箇 所 に そ の

旨 を 記 載 し た 標 識 を 掲 示 す る 。  

２  本 補 助 金 は 、 県 内 事 業 所 の み を 補 助 対 象 と す る 。  

 

（ 追 跡 調 査 ）  

第 ５ 条  要 綱 第 ６ 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 規 定 す る 追 跡 調 査 に つ い て は 、 様式アにより行

うものとする。  



 

 

２  補助事業者は、前項の様式の提出について知事から指示があったときは、その指示に従う

ものとする。  

 

（ 交 付 申 請 書 の 添 付 書 類 ）   

第 ６ 条  要 綱 第 ７ 条 第 ２ 項 第 ４ 号 に 規 定 す る そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類 に つ

い て は 、 別 表 ２ の と お り と す る 。  

 

（ 区 分 経 理 ）  

第 ７ 条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 に お い て 区 分 経 理 を 行 う こ と と し 、 当 該 事 業 に

使 用 し た 補 助 対 象 経 費 を 明 確 に 区 分 し 、 か つ 証 拠 書 類 に よ り 金 額 等 が 確 認 で き

る よ う に す る こ と 。  

２  補 助 対 象 経 費 と 補 助 対 象 外 が 明 確 に 区 分 で き な い も の は 、 補 助 対 象 外 と す

る 。  

 

（ 補 助 対 象 外 経 費 ）  

第 ８ 条  補 助 対 象 外 経 費 は 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  

（ １ ） 本 補 助 金 の 交 付 決 定 前 に 着 手 （ 契 約 、 発 注 を 含 む ） し た も の 及 び 支 出 が あ

っ た も の  

（ ２ ） 公 租 公 課 （ 消費税及び地方消費税を含む）  

（３）補助対象設備等のリース（補助対象経費の賃借料は除く。）  

（４）各種手数料、収入印紙代等の間接経費、旅費、通信費、光熱水費、物品購入に係る送料  

（ ５ ） 汎 用 性 が 高 い ハ ー ド ウ ェ ア 製 品 （ P C、 タ ブ レ ッ ト 端 末 、 ス マ ー ト フ ォ ン 、

固 定 電 話 、 カ メ ラ 、 コ ピ ー 機 、 読 み 取 り 機 器 等 ） の 購 入 費  

（ ６ ） 家 庭 用 及 び 一 般 事 務 用 ソ フ ト ウ ェ ア の 購 入 等 に 要 す る 経 費  

（ ７ ） 契 約 書 、 発 注 書 、 納 品 書 、 振 込 明 細 書 等 の 必 要 な 帳 票 類 が 不 備 な も の （ 帳

票 類 の 名 義 が 補 助 事 業 者 以 外 の 場 合 も 含 む 。 ） 。  

（ ８ ） 親 会 社 、 子 会 社 、 グ ル ー プ 企 業 等 関 連 会 社 （ 資 本 関 係 の あ る 会 社 、 役 員 を

兼 任 し て い る 会 社 、 代 表 者 の 親 族 （ ３ 親 等 以 内 ） が 経 営 す る 会 社 等 ） 、 代 表

者 の 親 族 と の 取 引 で あ る も の 。  

（ ９ ） 販 売 や 有 償 レ ン タ ル を 目 的 と し た 製 品 、 商 品 等 の 調 達 に 係 る 経 費   

（ 1 0） 駐 車 場 代 、 保 証 金 、 敷 金 、 仲 介 手 数 料 、 光 熱 水 費   

（ 1 1） 名 刺 や 文 房 具 、 そ の 他 事 務 用 品 等 の 消 耗 品 代   

（ 1 2） 金 融 機 関 な ど へ の 振 込 手 数 料 、 代 引 手 数 料 、 イ ン タ ー ネ ッ ト バ ン キ ン グ 利

用 料 、 イ ン タ ー ネ ッ ト シ ョ ッ ピ ン グ 決 済 手 数 料 等   

（ 1 3） 各 種 保 証 ・ 保 険 料  

（ 1 4） そ の 他 、 公 的 な 資 金 の 用 途 と し て 社 会 通 念 上 、 不 適 切 と 認 め ら れ る 経 費  

 

（ 申 請 手 続 ）  

第 ９ 条  本 補 助 金 へ の 申 請 は １ 事 業 者 あ た り １ 回 ま で と す る 。  

 

（ 交 付 決 定 の 通 知 ）  

第 １ ０ 条  予 算 の 都 合 等 に よ り 交 付 申 請 額 か ら 減 額 し て 交 付 決 定 を 行 う 場 合 が あ

る 。  



 

 

 

（ 実 績 報 告 ）  

第 １ １ 条  要綱第１３条第３項に規定する知事が定める書類は、別表３のとおりとする。  

 

（ そ の 他 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 事 業 の 実 施 に つ き 必 要 な 事 項 に つ

い て は 、 そ の 都 度 、 別 途 定 め る 。  

 

 

 

 附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 ２ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

別表１（第２条関係）  

 資本金の額又は出資の総額  常時使用する従業員の数  

中小企業者  ３億円以下  ３００人以下  

小規模企業者   ２０人以下  

 

 

別表２（第６条関係）  

１  事業実態確認書類  （法人の場合）  

（１）法人税確定申告書の別表一の写し（１枚）   

（２）貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費明細書の

写し   

（３）受信通知（ e-Tax で申告している場合）   

 

（個人の場合）   

（１）所得税確定申告書の第一表の写し（１枚）   

（２）所得税青色申告決算書の写し（両面）   

※  白色申告書の場合は、月間売上がわかる売上台帳、帳

面その他の確定申告の  基礎となる書類  

（３）受信通知（ e-Tax で申告している場合）   

（４）住民票の写し  

※  申請日前３か月以内のもの   

 

※  法人・個人ともに、（１）～（３）については、直近１年分

の書類を提出してください。  

２  補助対象経費積算書類  （１）  補助対象事業の見積書等  

（２）  補助対象事業の設備等のカタログ又は製品情報がわかる

ものの写し  

３  事業所に関する情報  （１）  不動産登記簿謄本（登記事項証明書）  

※  申請日前３か月以内のもの  

（２）建物図面の写し  

   ※  工事・設置予定箇所を示してください。  

（２）  工事・設置予定箇所及び建物外観の写真  

（３）  （賃貸物件を工事する場合）改修承諾書  

※  任意様式。貸主から承諾を得てください。  

（４）（賃貸物件を工事する場合）賃貸借契約書  

   ※  直近の契約書で契約期間及び自動契約更新条項等がわ

かるもの  

（５）（確認申請が必要な建物の場合）確認済証の写し  

３  納税証明書類  ・県税の納税証明書（県税全般に滞納額がないことの証明）  



 

 

４ 「ホワイト物流」推進

運動 自主行動宣言の実施

状況 

・「ホワイト物流」推進運動に係る自主行動宣言の写し   

 

※  本補助金申請時点で「ホワイト物流」推進運動に係る自主行

動宣言を国（国土交通省）へ提出済の場合のみ提出してくださ

い。  

※  「ホワイト物流」推進運動ポータルサイト：賛同企業リスト

（ https://white-logistics-movement.jp/list/）に掲載され

ているものと同一のものを提出してください。  

５  その他知事が必要とす

る書類  

・その他、交付決定段階で必要となったもの  

 

 

別表３（第１１条関係）  

１  経費書類  （１）  発注書の写し  

（２）  契約書（仕様書）の写し  

（３）  工事完了届、納品書の写し  

（４）  請求書の写し  

（５）支払いを証する書類の写し  

（例）金融機関の取扱日付・領収印のある振込票の控え   

（例）ＡＴＭで振込を行った際に発行される伝票   

（例）インターネットバンキング等の振込完了画面（又は振

込履歴）を印刷したもの  通帳の写し   

※  振込先、取引内容、取引日時等が確認できるもの   

※  原則として、金融機関への振込により支払いを行って

ください。現金による支払いは認めません。   

※  クレジットカード払いの場合は、上記のほかにクレジ

ットカードの支払明細を提出してください。なお、クレ

ジットカードによる支払は、申請する事業者の名義であ

り、補助対象期間内に支出が完了しているものに限りま

す（分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支

払等の場合、金融機関等から引き落としが補助対象期間

内に完了していることが必要になります。）。   

※  支払いにあたっては、混合払い（同一の会社に対して

一度に複数の事項の支  払いを合算して行うこと）は避

け、補助事業に関する支払いを単独で行ってください。  

２  補助事業の実施がわか

るもの  

（１）  工事・設置後の事業箇所の写真  

（２）（工事の場合）竣工図面  

３  その他知事が必要とす

る書類  

・  実績確認の際に必要となるもの等  

  



 

 

様式ア（第５条関係）  

 

運送事業者環境整備補助金事業効果報告書  

                                     

                            令和  年  月  日  

（あて先）  

 埼玉県知事              

            主たる事務所の所在地  

            補助事業者名    

                 代表者名          

 

 令和  年  月  日付け    第     号により交付決定の通知を受けた上記補助金の事業

効果について、運送事業者環境整備補助金交付要領第５条に基づき、別添のとおり報告しま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別添  

 

１  事業効果  

（１）  女性ドライバーの採用状況  

 ➀  求人・採用人数等  

  

 ②  採用活動・就業環境整備の実績  

補助事業後

１年目  

【採用活動】  
・  

・  

【就業環境整備】  
・  

・  

補助事業後

２年目  

【採用活動】  
・  

・  

【就業環境整備】  
・  

・  

補助事業後

３年目  

【採用活動】  
・  

・  

【就業環境整備】  
・  

・  

補助事業後

４年目  

【採用活動】  
・  

・  

【就業環境整備】  
・  

・  

補助事業後

５年目  

【採用活動】  
・  

・  

【就業環境整備】  
・  

・  

【採用活動】（例）求人票作成、募集、職場見学会等  

【就業環境整備】（例）就業規則の改正、社員研修の実施等  

 

 

 補助事業後  

１年目  

補助事業後  

２年目  

補助事業後  

３年目  

補助事業後  

４年目  

補助事業後  

５年目  

求人数  名  名  名  名  名  

（正社員）  （   名）  （   名）  （   名）  （   名）  （   名）  

（パート）  （   名）  （   名）  （   名）  （   名）  （   名）  

採用数  名  名  名  名  名  

（正社員）  （   名）  （   名）  （   名）  （   名）  （   名）  

（パート）  （   名）  （   名）  （   名）  （   名）  （   名）  

求人問合せ数  名  名  名  名  名  

（正社員）  （   名）  （   名）  （   名）  （   名）  （   名）  

（パート）  （   名）  （   名）  （   名）  （   名）  （   名）  



 

 

（２）  決算状況（単位：千円）  

 補助事業  

実施年  

補助事業後  

１年目  

補助事業後  

２年目  

補助事業後  

３年目  

補助事業後  

４年目  

補助事業後  

５年目  

売上高        

売上総利益        

営業利益        

経常利益        

税引前当期

純利益  

      

当期純利益        

 

 

（３）  決算書類  

※本事業報告書提出時における直近年分の決算書類の写しを添付すること  


